
１．件名「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構における試験研究炉等の許認可審査案件の優先

順位に係るヒアリング」 

２．日時：令和元年１１月２９日（金）１５時００分～１７時００分 

３．場所：原子力規制庁８階北会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

 新基準適合性審査チーム 

   戸ヶ崎安全規制調整官、川末安全審査官、加藤安全審査官、宮下原子力規制専門員、 

山田係員 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 高温工学試験研究炉部 部長 １名 

環境保全部 部長１名 

    原子力科学研究所 臨界ホット技術部 次長１名 

             バックエンド技術部 マネージャー１名 

             研究炉加速器技術部 担当 １名 

安全・核セキュリティ推進室 担当 ３名 

 

５．要旨 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、第３１５回

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（令和元年１１月２５日）でコメントがあった

審査案件の許認可期限の理由について、資料に基づき説明があった。 

原子力規制庁は、今後審査会合にて審議する案件について、審査会合の冒頭にて理由を説明し、

了承されたものを審査することから、理由については必要性・緊急性の観点から精査して説明す

ることを求めた。 

原子力機構から、了解した旨の回答があった。 

 

６．配付資料 

（１）原子力機構 

・許認可期限の理由 


